
平成２９年４月１０日 

 

 

★「深川地域消費者被害防止ネットワーク情報  No.14」

（H29.4.7）でお伝えしたものと同様の手口と思われます。 
★ 市役所職員をかたることで信用を得ようとしたり、「事前に通

知されている」という嘘で動揺を誘います。 

★ 還付金を返す際、市役所の職員が ATMの操作を指示すること

はありません！ 

★「怪しい」と感じたら、周りの人や警察に相談しましょう！ 

 

 

またもや！旭川市で市役所職員等

をかたる不審電話!! 
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深川地域消費者被害防止ネットワーク情報 №16 

≪深川警察署からの情報提供です≫ 

 旭川市内で市役所職員をかたる者から「医療費の還付金がある」

などの不審電話が相次いでいます。 

 ４月７日にも、旭川市内の複数の家庭に、市役所職員をかたる者

から 

「医療費の還付金があります。封筒が届いていませんか。」 

「後期高齢者の医療費保険の過払い金がある。還付するので、 

振込先口座を教えてほしい。」 

「医療費の還付金で○○円が戻る。△△銀行に委託している。」 

など、還付金等詐欺の不審電話の相談が寄せられています。 


